
常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

○
議
案
の
内
容

　

歳
入
歳
出
と
も
に
９
千
300
万
円
を
追
加
し
、
補
正
後

の
額
を
527
億
９
千
300
万
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

畜
産
・
酪
農
農
家
の
収
益
力
を
強
化
す
る
た
め
の
施
設

整
備
に
対
す
る
補
助
事
業
の
ほ
か
、
林
道
大
岩
月
谷
線

の
の
り
面
崩
落
危
険
箇
所
の
整
備
事
業
費
の
変
更
及
び

地
方
債
の
補
正
を
内
容
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　

畜
産
・
酪
農
収
益
力
強
化
整
備
等
特
別
対
策
事

業
に
つ
い
て
は
下
野
ブ
ラ
ン
ド
拡
大
協
議
会
が
事
業

の
主
体
と
な
る
が
、こ
の
取
り
組
み
に
よ
る
効
果
を
聞

き
た
い
。

　
　

本
事
業
は
、
施
設
整
備
に
よ
る
飼
養
頭
数
及
び

販
売
額
の
増
加
を
成
果
目
標
と
し
、
地
域
の
収
益
力

向
上
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
下
野
牛
の
安
定
供
給
、

出
荷
量
増
加
に
よ
る
消
費
者
の
認
知
度
と
ブ
ラ
ン
ド

力
向
上
を
図
り
、
畜
産
・
酪
農
の
担
い
手
育
成
に
も

取
り
組
む
。
ま
た
、
飼
料
と
な
る
稲
わ
ら
の
供
給
量

増
加
や
堆
肥
の
増
産
な
ど
、
地
域
資
源
の
利
活
用
に

も
つ
な
が
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
主
な
議
案
等
に
つ
い
て
、

各
常
任
委
員
会
の
審
査
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
主
な
議
案
等
に
つ
い
て
、

各
常
任
委
員
会
の
審
査
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

議
案
第
39
号　

平
成
30
年
度
足
利
市
一
般
会
計
補
正

　
　
　
　
　
　

予
算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て

総
務
企
画
防
災
常
任
委
員
会

　

大
須
賀
委
員
長
、杉
田
副
委
員
長
、

　

末
吉
、栗
原
、小
林（
克
）、渡
辺
、酉
田
、平
塚　

各
委
員

○
議
案
の
内
容

　

足
利
市
公
共
下
水
道
水
処
理
セ
ン
タ
ー
改
築
工
事
の

工
事
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
予
定
価
格
が
議
会
の

議
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
予
定
価
格
で
あ
る
１

億
５
千
万
円
以
上
と
な
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　

水
処
理
セ
ン
タ
ー
は
昭
和
52
年
の
供
用
開
始
か

ら
40
年
が
経
過
し
て
お
り
、耐
震
化
が
図
ら
れ
て
い
な

い
施
設
も
多
く
あ
る
と
思
う
が
、今
後
ど
の
よ
う
に
施

設
の
更
新
や
、耐
震
化
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

　
　

本
市
で
は
、
平
成
23
年
度
に
下
水
道
施
設
の
長

寿
命
化
計
画
を
策
定
し
、
計
画
的
な
事
業
を
実
施
し

て
い
る
中
で
、
今
後
は
事
後
保
全
型
か
ら
、
予
防
保

全
型
と
い
っ
た
形
で
、
よ
り
効
果
的
な
維
持
改
修
に

努
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
下
水
道

ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
の
策
定
に
よ
り
、
国

の
補
助
金
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

足
利
市
に
お
い
て
も
長
寿
命
化
計
画
の
計
画
期
間
後

に
新
た
な
計
画
を
策
定
し
、
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
45
号　

工
事
委
託
契
約
に
つ
い
て

民
生
環
境
水
道
常
任
委
員
会

　

金
子
委
員
長
、須
田
副
委
員
長
、

　

鶴
貝
、大
谷
、大
島
、柳
、尾
関
、中
山　

各
委
員

○
議
案
の
内
容

　

新
た
な
地
区
計
画
区
域
の
決
定
に
よ
る
当
該
区
域
内

の
建
築
物
の
制
限
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
建
築
基
準

法
の
改
正
に
伴
う
既
存
区
域
内
の
建
築
物
の
制
限
を
見

直
す
た
め
条
例
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　

都
市
計
画
法
で
は
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、建
築
物
の
用
途
な
ど
が
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、今

回
さ
ら
に
地
区
計
画
を
定
め
る
目
的
は
何
か
。

　
　

都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
は
、
比
較
的
広
い
範

囲
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
に
対
し
、
地
区
計
画
制

度
に
基
づ
く
地
区
計
画
は
、
地
域
の
特
性
や
実
情
に

応
じ
た
き
め
細
や
か
な
規
制
、
誘
導
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
あ
る
。
今
回
の
地
区
計
画
は
、
あ
が

た
駅
南
産
業
団
地
の
目
的
を
考
慮
し
、
立
地
企
業
を

適
切
に
誘
導
し
た
り
、
あ
る
い
は
市
街
化
調
整
区
域

に
既
に
立
地
し
て
い
た
工
業
団
地
の
維
持
保
全
を
図

る
た
め
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
46
号　

足
利
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け

　
　
　
　
　
　

る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の

　
　
　
　
　
　

改
正
に
つ
い
て

教
育
経
済
建
設
常
任
委
員
会

　

冨
永
委
員
長
、小
林（
貴
）副
委
員
長
、

　

中
島
、横
山
、吉
田
、斎
藤
、荻
原
、黒
川　

各
委
員

答 問

答 問

答 問
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